
 

市有財産（物品）の売払いについて、次のとおり条件付一般競争入札に付す

ることとしたので、大竹市契約規則（昭和３９年大竹市規則第１６号。以下「契

約規則」という。）第２条の規定により公告する。 

令和８年 ７月 １日 

大竹市長 入 山 欣 郎   

 

１ 入札に付する事項 

売払 

物品名 
数量 初度登録 車名 車台番号 型式 

泡原液 

搬送車 
１台 

昭和６３年 

３月 

ニッサン 

ディーゼル 

ＣＶ４６Ｎ

５０１１５ 

Ｐ－ＣＶ４

６Ｎ改 

ＰＥ６ 

２ 引渡期限 

  令和８年９月３０日（水） 

３ 基本事項 

入札に関しては、大竹市競争入札執行規程（平成１２年９月１日制定）に

基づき執行する。 

４ 入札参加資格要件 

  次に掲げる資格要件を全て満たしている者 

  (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者 

(２) この公告の日から入札日までの間のいずれの日においても、大竹市競

争入札等指名除外要綱（平成２９年大竹市告示第１５０号）に基づく指名

除外（以下「指名除外措置」という。）及び関係法令の規定による営業停止

措置（以下「営業停止措置」という。）を受けていない者 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者については、更生手続開始の決定を受けているもの 

(４) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、再生手続開始の決定を受けているもの 

(５) 大竹市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２１年大

竹市告示第２００号）別表に掲げる措置要件に該当しない者 

(６) 他の入札参加希望者と次に掲げる関係にない者 



 

ア 親会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第４号に規定する

親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会社法第２条第３号に規定する子

会社をいう。以下同じ。） 

イ 親会社を同じくする子会社 

ウ 役員又は管財人（会社更生法第６７条の管財人及び民事再生法第６４

条の管財人をいう。以下同じ。）が他の入札参加希望者の役員又は管財人

を兼ねている者 

エ 個人の場合、同一世帯に属する者 

(７) 申込者が法人の場合は、法人税、消費税及び地方消費税の未納がない 

  者 

(８) 申込者が個人の場合は、大竹市税の滞納がない者 

５ 仕様書等の閲覧に関する事項 

(１) 閲覧期間 

公告の日から令和８年７月２２日（水）まで 

(２) 閲覧場所 

    大竹市ホームページ 

６ 車両確認に関する事項 

(１) 確認期間 

令和８年７月６日（月）から令和８年７月２２日（水）まで（土曜日、

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

(２) 確認場所 

    大竹市消防本部（大竹市立戸一丁目２番１０号） 

(３) 確認時間 

   午前９時から午後４時まで（正午から午後１時を除く。）のうち１者１

時間以内 

 (４) 申込方法 

    車両確認を希望する日の前日の午後３時までに大竹市建設部監理課

（電話０８２７－５９－２１６０）に電話で申込むこと。 

７ 質問書の提出期間及び場所 

仕様書等に対する質問は、質問書（様式第１号）を郵送、持参、メール又

はＦＡＸにより行うものとする。 

(１) 提出期間 



 

公告の日から令和８年７月２２日（水）午後４時まで 

(２) 提出場所 

大竹市建設部監理課 

８ 質問に対する回答期限及び場所 

(１) 回答期限 

令和８年７月３０日（木） 

(２) 掲示場所 

大竹市ホームページ 

９ 入札参加申込みに必要な書類 

入札参加希望者は、次により入札参加資格審査申請書及び必要な添付書類

（以下「入札参加資格審査申請書等」という。）を持参又は郵送することによ

り提出するものとする。 

(１) 提出書類 

ア 入札参加資格審査申請書（様式第２号） 

イ 誓約書（様式第３号） 

ウ 申込者が法人の場合 

 (ア) 法人税、消費税及び地方消費税の未納がないことの証明書並びに 

  大竹市税の滞納がないことの証明書（提出日の３か月前の日以後に発 

  行されたものであること。ただし、大竹市税の滞納がないことの証明 

  については、大竹市に税金を納める必要がない場合には提出の必要は 

  ない。） 

 (イ) 登記事項証明書（提出日の３か月前の日以後に発行されたもので 

  あること。） 

エ 申込者が個人の場合 

 (ア) 大竹市税の滞納がないことの証明書（提出日の３か月前の日以後 

  に発行されたものであること。ただし、大竹市税の滞納がないことの 

  証明については、大竹市に税金を納める必要がない場合には提出の必 

  要はない。） 

 (イ) 住民票の写し（提出日の３か月前の日以後に発行されたものであ 

  ること。） 

(２) 入札参加資格審査申請書等の配布期間及び場所 

ア 配布期間 



 

令和８年７月１日（水）から令和８年７月２２日（水）まで 

イ 配布場所 

大竹市ホームページ 

(３) 入札参加資格審査申請書等の提出方法 

ア 提出期間 

公告の日から令和８年７月２４日（金）午後５時まで（土曜日、日曜

日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

イ 提出場所 

大竹市建設部監理課 

ウ 提出部数 

１部 

エ その他 

入札参加資格審査申請書等は持参又は郵送するものとし、電送等によ

るものは受け付けない。 

(４) その他 

ア 入札参加資格審査申請書等の作成等に要する費用は、提出者の負担と

する。 

イ 提出された入札参加資格審査申請書等は、返却しない。 

ウ 提出された入札参加資格審査申請書等は、提出者に無断で他の用途に

使用しない。 

エ 提出期間以後における入札参加資格審査申請書等の差替え及び再提出

は、認めない。 

１０ 入札参加資格の確認 

(１) 入札参加希望者は、令和８年７月２４日（金）までに入札参加資格審

査申請書等を提出し、入札参加資格の有無について審査を受けなければな

らない。 

(２) 入札参加資格の審査は、令和８年７月３０日（木）までに行うものと

し、その結果は、令和８年７月３０日（木）までに通知する。 

１１ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(１) 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた

理由について説明するよう申し出ることができる。 

(２) 申出方法 



 

ア 申出期間 

１０の(２)の通知があった日から令和８年８月５日（水）午後４時ま

で（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

イ 申出先 

大竹市建設部監理課 

(３) 申出があったときは、令和８年８月７日（金）までに文書により回答

する。 

１２ 入札保証金 

免除する。 

１３ 入開札に関する事項 

(１) 入札日時 

令和８年８月１０日（月）午後２時 

(２) 入札場所 

大竹市役所４階第２会議室 

(３) 入札書について 

入札書は、入札日に入札場所において配布する。 

入札参加申込者から委任を受けた代理人が入札する場合は、委任状 

（様式第４号）に委任者である入札参加申込者が、法人にあっては所在

地及び商号又は名称並びに受任者氏名を、個人にあっては住所、氏名及

び受任者氏名を記載し、委任者及び受任者の双方が押印の上、入札執行

前に提出すること。 

(４) その他 

 ア 入札書に記載する金額は、取引に係る消費税、地方消費税相当額及び

リサイクル料金を含む契約希望金額を記載すること。 

 イ 開札の傍聴は任意とする。傍聴を希望する者は、開札開始１５分前ま

でに大竹市役所４階ロビーに参集すること。 

 ウ 入札には、入札事務に関係のない職員が立ち会うものとする。 

 エ 落札決定をしたときは、速やかに入札結果を大竹市情報公開コーナー

及び大竹市ホームページに掲載する。 

１４ 落札者の決定方法 

有効な入札書を提出した者であって、市の最低売払価格以上の価格で、か

つ最高の価格で入札した者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価の



 

入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者によりくじ引きを行

い、落札者を決定する。くじ引きの辞退は認めない。この場合において、く

じを引かない者があるときは、当該入札に関係のない職員にその者に代わり

くじを引かせ、落札者を決定する。 

１５ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の額を令和８年８月２１日（金）までに納

付すること。契約保証金は、債務の履行が完了した後に還付する。 

ただし、契約金額を令和８年８月２１日（金）までに納付する場合は、契

約保証金を免除する。 

１６ 入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、無効の入札を

行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 

(１) 契約規則第７条各号及び大竹市競争入札執行規程第１６号第１項各号

のいずれかに該当する入札 

(２) 入札参加資格があることを決定された者であっても、入札までに入札

参加資格要件を満たさなくなった者の入札 

１７ その他 

(１) 入札に付する案件についての説明会、資格確認用資料作成等の説明会

及び現場説明会は、実施しない。 

(２) 入札参加資格審査申請書等に虚偽の記載をした者は、指名除外措置を

行うことがある。 

(３) その他詳細不明の点については、大竹市建設部監理課に文書で照会す

るものとする。 

１８ 問合せ先 

大竹市建設部監理課 

大竹市小方一丁目１１番１号 

電話０８２７－５９－２１６０ 

ＦＡＸ０８２７－５７－７１４９ 

メール kan-syomu@city.otake.hiroshima.jp 


